
８高技管第 192 号　 

令和８年６月 26 日　 
 
　土木部各課長 
　　　　　　　　　　様 
　各土木事務所長 
 

土 木 部 長　　　 
 

週休２日制工事実施要領の一部改正について（通知） 
 
　このことについて、高知県土木部における週休２日制工事実施要領（平成 29 年 10 月

２日付け 29 高土政第 671 号土木部長通知）の一部を別添のとおり改正しましたので、

通知します。 

　なお、この週休２日制工事実施要領については、高知県土木部が発注する建設工事（建

築工事を除く。）に適用するものとします。 

改正内容は下記のとおりです。 

 

記 

１　改正内容 

（１）土木工事について、各週休２日に対応する経費等の補正を廃止しました。 

（２）港湾積算基準書、漁港漁場関係工事積算基準書における発注工事について、現場

閉所（月単位）の補正を改定しました。 

（３）明らかに受注者側に週休２日に取り組む姿勢が見られなかった場合は、工事成績

評定に反映するよう改定しました。 
 
２　施行日 
　　この改正は、令和８年７月１日以後の積算単価を適用する工事から施行します。 
 
 
　 
　 
　 

（問い合わせ先） 
＜実施要領に関すること＞ 

　　技術管理課 契約担当 
　　　TEL：088－823－9813 
＜積算（土木）に関すること＞ 

　　技術管理課 設計基準担当 
　　　TEL：088－823－9826 
＜積算（港湾）に関すること＞ 
　港湾海岸課 港湾建設担当 

　　　TEL：088－823－9884
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週休２日制工事実施要領 
 
（趣旨） 

第１条　この要領は、現場閉所により週休２日を現場の休工日の基本とする「週休２日

制工事」と技術者及び技能労働者が交替しながら週休２日を確保する「週休２日交替

制工事」を実施するにあたり必要な事項を定める。 

  

（用語の定義） 

第２条 この要領における用語の定義は、次のとおりとする。 

（１） 通期の週休２日とは、対象期間内の現場閉所日数の割合（以下「現場閉所率」

という。）が、28.5％以上の水準の状態をいう。（週休２日交替制工事の場合は、

28.5％以上（休日率）の休日確保を行ったと認められる状態をいう。） 

（２） 月単位の週休２日とは、対象期間内の全ての月毎、かつ対象期間内で現場閉所

率が、28.5％以上の水準の状態をいう。ただし、暦上の土曜日・日曜日（以下「土

日」という。）の現場閉所では 28.5％に満たない月は、その月の土日の合計日数以

上に閉所を行っている場合に、週休２日を達成しているものとみなす。（週休２日

交替制工事の場合は、28.5％以上（休日率）の休日確保を行ったと認められる状態

をいう。） 

（３） 週単位の週休２日（完全週休２日（土日））とは、対象期間内の各週において土

日の現場閉所を原則とし、かつ対象期間内で現場閉所率が、28.5％以上の現場閉所

を行うものとする。なお、受注者自らが土日以外（祝日等）にも現場閉所すること

は可能とする。（週休２日交替制工事の場合は、28.5％以上（休日率）の休日確保

を行ったと認められる状態をいう。）また、各週の始期については、月曜日を原則

とするが、協議により、変更できるものとする。 

（４） 現場閉所日とは、あらかじめ定めた休工日であり、１日を通していずれの現場

施工も実施しない日のことをいう。なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所に

ついても、現場閉所日に含めるものとする。 

（５） 現場施工とは、対象期間（工事着手日から工事完成日までの期間）における、

現場事務所の設置・撤去、測量、工区内伐開・除草、資機材の搬入・搬出、その他

仮設物の設置・撤去等の準備作業、仮設工事、本体工事及び後片付けをいう。（た

だし、巡回パトロールや保守点検等の現場管理上必要な作業、現場見学会や住民説

明会等の開催又は発注者の補助作業を除く） 

（６） 現場閉所率とは、対象期間内の現場閉所日数を対象期間内の日数で除した割合

をいう。 

（７） 休日率とは、対象期間内において、現場に従事した技術者及び技能労働者の休

日総数を対象期間内の総日数で除した割合をいう。 

（８） ４週８休とは、通期の週休２日及び月単位の週休２日において、現場閉所率 

28.5％以上の休日を確保した状態をいう。 
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（対象工事） 

第３条　発注者は、全ての工事（建築工事を除く。）を月単位の週休２日制工事の対象

として発注することを原則とする。なお、建築工事については、別途定める「高知県

週休２日促進工事実施要領（営繕工事編）」による。ただし、現場施工が７日未満の

工事については対象外とする。 

　　また、社会的要請等により早期の工事完成が必要な工事（緊急応急工事等）で現場

閉所ができない場合又は受注者から週休２日交替制工事で実施する旨の申出（別紙２

参照）があり、発注者が適当と認めた場合においては、週休２日交替制工事として発

注又は実施する。 

 

（対象期間） 

第４条　対象期間は、工事着手日から工事完成日までの期間とする。また、週休２日交

替制工事においては、施工体制台帳上の元請及び下請の工期（工事着手日から工事完

成日までの期間）とする。ただし、年末年始休暇６日間、夏季休暇３日間、工場製作

のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらか

じめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なく

される期間（月単位の週休２日を実施中に、降雨又は降雪等により休工日が増加し、

工期の終盤（最終月）において現場作業を余儀なくされた場合など））は含まない。 

 

（休工日の確保） 

第５条　 休工日の確保は、次に掲げる内容とする。 

（１）週休２日制工事 

ア　受注者は、工事を実施している期間中の休工日は、巡回パトロールや保守点検

等、現場管理上必要な作業を除く全ての作業を中断し、現場を閉所するものとす

る。 

イ　災害時等の緊急対応及び品質管理・安全管理のために連続して行う必要がある

作業等、やむを得ず休工日に作業する場合は、休工日を振り替えできるものとす

る。 

ウ　降雨、降雪等で作業予定日を休工日とする場合は、休工日を振り替えできるも

のとする。 

エ　休工日の振り替えは、月単位の場合は同一月内、週単位の場合は同一週内に限

る。ただし、災害対応等など、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期

間が生じる場合は、受発注者間で協議して現場閉所による週休２日の対象外とす

る作業と期間を決定するものとする。 

（２）週休２日交替制工事 

　　受注者は、対象期間において、技術者及び技能労働者が交替しながら４週８休以上

又は１週間に２日間以上の休日確保を行ったと認められる状態にしなければならな

い。  
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（実施方法） 

第６条　第３条により対象とした工事は、別途、技術管理課が行う実施状況に係る調査

の際に、所定の様式により報告するものとする。 

２　発注者は、対象工事の実施にあたって、特記仕様書に週休２日制工事の対象である

旨を明示（別紙１参照）するものとする。 

３　週単位の週休２日（完全週休２日（土日））の実施を希望する受注者は、契約後速

やかに「工事条件変更等確認要求書」（別紙２－１参照）により発注者に確認の請求

を行い、発注者は、確認した結果を受注者に通知するものとする。 

４　受注者は、施工計画書の提出時に休工日の予定を記載した計画表を作成し、監督職

員と協議する。 

５　受注者は、対象工事である旨を、工事看板等で工事現場に掲示するものとする。（別

紙３参照） 

６　対象工事ごとの実施方法については、次のとおりとする。 

（１）週休２日制工事 

ア　土日を閉所日とすることを基本とし、対象期間で週休２日となる計画表を作成

する。 

イ　受注者は、第５条第１項（１）イの規定により、やむを得ず計画表で定めた休

工日に作業を行う場合は、事前にその理由を発注者に確認票等の書面（情報共有

システム又は電子メールを含む。）で提出するものとする。 

ウ　受注者は、第５条第１項（１）ウの規定により、作業予定日を休工日とする場

合は、休工日の前日までに確認票等の書面（情報共有システム又は電子メールを

含む。）により発注者に報告するものとする。 

エ　受注者は、休工日を確保したことが確認できる資料を作成し、発注者に提出す

るものとする。 

オ　発注者は、緊急時等やむを得ない場合を除き、休工日に作業が発生するような

指示等は行わないものとする。 

（２）週休２日交替制工事 

ア　施工計画書に技術者及び技能労働者の休日を確保するための施工体制や休日

確保状況を証明する方法を具体的に記載する。 

イ　受注者は、技術者及び技能労働者が休日を確保したことが確認できるように技

術者及び技能労働者ごとの休日が確認できる資料（別紙５参照）を作成し、発注

者に提出するものとする。 

　　ウ　発注者は、緊急時等やむを得ない場合を除き、休日に作業が発生するような指

示等は行わないものとする。 
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（経費の負担） 

第７条　対象工事のうち港湾請負工事積算基準書、漁港漁場関係工事積算基準書におけ

る発注工事にあっては、別紙４に掲げる現場閉所の月単位の補正を行ったうえで発注

するものとし、施工後に達成状況を確認し、月単位の現場閉所率が 28.5％に満たな

い場合は、請負代金額のうち当該補正分を減額して契約変更を行うものとする。 

 

（達成状況の確認） 

第８条　対象工事は施工後に達成状況を確認することとし、対象工事ごとの確認方法に

ついては、次のとおりとする。 

（１）週休２日制工事（月単位） 

　　ア　対象期間において、全ての月で現場閉所率を確認し、28.5％に満たない月があ

る場合は、月単位の週休２日を達成したとみなさない。  

　　イ　暦上の土曜日、日曜日の現場閉所で 28.5％に満たない月は、その月の土曜日、

日曜日の合計日数以上に現場閉所を行った場合に、月単位で週休２日を達成した

とみなす。 

　　ウ　対象期間が７日未満の月については、その月の現場閉所率を確認せず対象外と

することができるものとするが、通期で 28.5％に満たない場合は、月単位の週

休２日を達成したとみなさない。 

（２）週休２日制工事（週単位（完全週休２日（土日））） 

　　ア　対象期間において、全ての週で土日閉所されていることを確認し、閉所できて

いない場合は、週単位（完全週休２日（土日））の週休２日を達成したとみなさ

ない。ただし、第５条第１項（１）の規定により休工日を振り替えた場合を除く。 

　　イ　対象期間において、現場閉所率を確認し、28.5％に満たない場合は、週単位（完

全週休２日（土日））の週休２日を達成したとみなさない。 

（３）週休２日交替制工事（月単位） 

　　ア　対象期間において、全ての月で現場に従事した技術者及び技能労働者の平均休

日数の割合（休日率）を確認し、28.5％に満たない月がある場合は、月単位の週

休２日を達成したとみなさない。  

　　イ　暦上の土曜日、日曜日の現場閉所で 28.5％に満たない月は、技術者及び技能

労働者の平均休日数の割合（休日率）が、その月の土曜日、日曜日の合計日数の

割合以上である場合に、月単位で週休２日を達成したとみなす。 

　　ウ　対象期間が７日未満の月については、その月の技術者及び技能労働者の平均休

日数の割合（休日率）を確認せず対象外とすることができるものとするが、通期

で 28.5％に満たない場合は、月単位の週休２日を達成したとみなさない。 

（４）週休２日交替制工事（週単位（完全週休２日）） 

　　ア　対象期間において、全ての週で現場に従事した技術者及び技能労働者の平均休

日数の割合（休日率）を確認し、28.5％に満たない週がある場合は、週単位（完

全週休２日）の週休２日を達成したとみなさない。 
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イ　対象期間が７日未満の週については、その週の技術者及び技能労働者の平均休

日数の割合（休日率）を確認せず対象外とすることができるものとするが、通期

で 28.5％に満たない場合は、週単位（完全週休２日）の週休２日を達成したとみ

なさない。 

２　祝日（国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する休日）を休

工日とした場合についても、現場閉所率又は休日率に含めるものとする。 

 

（工事成績評定） 

第９条　対象工事のうち月単位又は週単位（完全週休２日（土日）、完全週休２日）を

達成した場合は、「創意工夫」の「その他」項目で加点評価する。なお、達成できな

かった場合であっても原則、減点は行わない。ただし、明らかに受注者側に週休２日

に取り組む姿勢が見られなかった場合は、工事成績評定に反映する。 

 

（アンケート調査等） 

第 10 条　発注者が対象工事に関するアンケート調査やヒアリングを実施する場合は、

受注者はこれに協力しなければならない。なお、工事完成後にあっても同様とする。 

 

（その他） 

第 11 条　対象工事の実施にあたって、本要領に定めのない事項は、発注者と受注者が

協議して定めるものとする。 

 

 

　附則 

　この要領は、平成 29年 10 月２日から施行する。 

　附則 

　この要領は、平成 30 年 10 月１日から施行し、同日以後に公告を行う一般競争入札

又は指名通知を行う工事から適用する。 
　附則 

　この要領は、令和２年４月１日から施行し、同日以後に公告を行う一般競争入札又

は指名通知を行う工事から適用する。 
　附則 

　この要領は、令和３年４月１日から施行し、同日以後に公告を行う一般競争入札又

は指名通知を行う工事から適用する。 
　附則 

　この要領は、令和３年７月１日から施行し、同日以後に公告を行う一般競争入札又

は指名通知を行う工事から適用する。 
　附則 

　この要領は、令和４年４月１日から施行し、同日以後に公告を行う一般競争入札又
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は指名通知を行う工事から適用する。 
　附則 

　この要領は、令和４年７月１日から施行し、同日以後に積算を行う一般競争入札又

は指名通知を行う工事から適用する。 

　附則 

　この要領は、令和５年４月１日から施行し、同日以後に公告を行う一般競争入札又

は指名通知を行う工事から適用する。 
　附則 

　この要領は、令和５年７月１日以後に積算を行う工事から適用する。 
　附則 

　この要領は、令和５年 10 月１日以後に積算を行う工事から適用する。 
　附則 

　この要領は、令和６年４月１日から施行し、同日以後に公告を行う一般競争入札又

は指名通知を行う工事から適用する。 
　附則 

　この要領は、令和６年７月１日以後に積算を行う工事から適用する。 
　附則 

　この要領は、令和６年 10 月１日以後に積算を行う工事から適用する。 

　附則 

　この要領は、令和７年４月１日から積算し、同日以後に公告を行う一般競争入札又

は指名通知を行う工事から適用する。 

　附則 

　この要領は、令和７年７月１日から積算し、同日以後に公告を行う一般競争入札又

は指名通知を行う工事から適用する。 
附則 

　この要領は、令和８年７月１日以後の積算単価を適用する工事から施行する。



別紙１ 

【対象工事】 
※港湾請負工事積算基準書、漁港漁場関係工事積算基準書における発注工事を除く。 

※契約後（工事着手前）に、発注者が週休２日交替制工事が適当と認めた工事につ

いては、『週休２日制工事』を『週休２日交替制工事』に替えて、変更契約時に記入

すること。　 
 
【港湾請負工事積算基準書、漁港漁場関係工事積算基準書における発注工事】 

 
 

 第○条　週休２日制工事の実施について 
【港湾請負工事積算基準書、漁港漁場関係工事積算基準書における発注工事を除く】 
本工事は、週休２日制工事実施要領における「週休２日制工事」（月単位）の対象工

事である。詳細については、下記ホームページに掲載する同要領を参照すること。 
　高知県土木部技術管理課ホームページ 
　（https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/170000/170601/） 

 第○条　週休２日制工事の実施について 
本工事は、週休２日制工事実施要領における「週休２日制工事」（月単位）の対象工

事である。詳細については、下記ホームページに掲載する同要領を参照すること。 
　高知県土木部技術管理課ホームページ 
　（https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/170000/170601/） 
なお、発注時において現場管理費及び共通仮設費を補正済みであり、月単位の現場閉

所率が28.5％に満たない場合は、該当補正分を減額して契約変更を行うものとする。 



 
 

 技術次長 技　査 課　長 チーフ 担当

        

 
工 事 条 件 変 更 等 確 認 要 求 書  

 
令和○年○月○日　　 

 
　　高知県知事　様 

 
（受注者）　　　　　　　　　　　　　　 

 
　○印　　 

　　　

　建設工事請負契約書第18条第１項の規定により、次のとおり工事条件変更等の確認を求めます。
 

１ 工事名（工事番号） 　県道○○線道路改良工事（○○　第○○号）

 ２ 工 事 場 所 　高知県　○○市　○○町　○○

 ３ 工 期 　令和○年○月○日　～　令和○年○月○日

 

４ 変 更 事 項

　建設工事請負契約書第18条第１項第４号による。
 具体的事項（必要に応じて図面、写真を添付して説明すること） 

 
　特記仕様書第●条の規定により週休２日制工事（月単位）とされているところです

が、・・・（理由を記載）・・・のため、週休2日交替制工事（月単位）を実施したいので、
確認をお願いします。 

 　うえのことについては、次のとおり措置してください。 
令和○年○月○日　　　 

　

（受注者） 
　　株式会社　○○建設 
　　　代表取締役　○○　○○　　様 

高知県知事　　　印　　

 ５ 変更事項に対する措置方法（図面による場合は図示するとともに、措置方法不要の場合は不要と書く） 
 
　上記事項について適当と認めますので、施工計画書提出時に、週休2日交替制工事（月単位）に対応した工程表
を監督職員に提出してください。 
　（変更の必要性が認められない場合：上記事項について適当と認められませんので、特記仕様書に記載のとおり、

施工計画書提出時に、週休２日制工事（月単位）に対応した工程表を監督職員に提出してください。）

 注 （１） 受注者は「４ 変更事項」までを記入したものを３部作成して監督職員に２部提出する。 
　 （２） 監督職員は記入事項を確認のうえ「５ 変更事項に対する措置方法」を回議、押印のうえ受注者に１部送

付し、各々が相手方押印のあるものを１部ずつ保管する。 
（３） 「情報共有システム運用ガイドライン（案）」等に基づき、情報共有システムを利用した場合は、押印を

省略できるものとする。

別紙２　

週休2日交替制工事の場合



 
 

 技術次長 技　査 課　長 チーフ 担当

        

 
工 事 条 件 変 更 等 確 認 要 求 書  

 
令和○年○月○日　　 

 
　　高知県知事　様 

 
（受注者）　　　　　　　　　　　　　　 

 
　○印　　 

　　　

　建設工事請負契約書第18条第１項の規定により、次のとおり工事条件変更等の確認を求めます。
 

１ 工事名（工事番号） 　県道○○線道路改良工事（○○　第○○号）

 ２ 工 事 場 所 　高知県　○○市　○○町　○○

 ３ 工 期 　令和○年○月○日　～　令和○年○月○日

 

４ 変 更 事 項

　建設工事請負契約書第18条第１項第４号による。
 具体的事項（必要に応じて図面、写真を添付して説明すること） 

 
　特記仕様書第●条の規定により週休２日制工事（週単位（完全週休２日（土日）））で

実施したいので、確認をお願いします。 
 

 　うえのことについては、次のとおり措置してください。 
令和○年○月○日　　　 

　

（受注者） 
　　株式会社　○○建設 
　　　代表取締役　○○　○○　　様 

高知県知事　　　印　　

 ５ 変更事項に対する措置方法（図面による場合は図示するとともに、措置方法不要の場合は不要と書く） 
 
　上記事項について適当と認めますので、施工計画書提出時に週休２日制工事（週単位（完全週休２日（土日）））

に対応した工程表を監督職員に提出してください。

 注 （１） 受注者は「４ 変更事項」までを記入したものを３部作成して監督職員に２部提出する。 
　 （２） 監督職員は記入事項を確認のうえ「５ 変更事項に対する措置方法」を回議、押印のうえ受注者に１部送

付し、各々が相手方押印のあるものを１部ずつ保管する。 
（３） 「情報共有システム運用ガイドライン（案）」等に基づき、情報共有システムを利用した場合は、押印を

省略できるものとする。

別紙２－１　

週単位で実施の場合



別紙３ 

 

（掲示例） 

 
 
 

※受注者は、工事現場の見やすい位置にＰＲ看板を設置するもの

とする。 
※週休 2日交替制工事の場合は、「週休２日交替制工事」と 
　表示するなど、「交替制」であることを明示する。 
※上記は掲示例であり、看板のサイズや文面を指定するものでは

ない。 
 

 
週休２日制工事 実施中

 
 

　この工事は、建設産業の就

労環境改善に取り組むため、

月単位で４週８休の休工日を

確保する工事です。 

 

受注者：○○建設㈱ 

発注者：高知県○○土木事務所

1,100

1
,4
0
0



別紙４ 

 

週休２日制工事における経費の補正係数について 

 

 

※　４週８休以上：現場閉所率　28.5%以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現場閉所率は次式により算出する。 

　　現場閉所率＝対象期間内の現場閉所日数／対象期間内の日数×100（％） 

　　　※小数点第２位を切り捨てる。 

　　　※対象期間は要領第４条による。 

　　

 （港湾請負工事積算基準書、漁港漁場関

係工事積算基準書における発注工事） 

現場閉所

 
月単位

 共通仮設費 1.02

 現場管理費 1.03



週休２日交替制工事（技術者及び技能労働者ごとの休日確認資料）（例）

工事名（工事番号）：◇◇工事（◇◇第◇◇号）　　　　　工期：　◇◇年10月10日～◇◇年１月31日

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 休日数 対象期間 休日数 対象期間
月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

1 A建設　土佐　次郎 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ 4 15 9 30
2 A建設　高知　土佐美 ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ 4 15 9 30
3 B建設（下請）　南国　三郎 ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● 3 9 8 30
4 B建設（下請）　本山　良子 ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 3 9 9 30
5 C建設（下請）　伊野　花子 ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ 0 0 9 30
6 C建設（下請）　幡多　四郎 ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ 0 0 8 30

契
約
日

工
期
始
期
日

工
事
着
手
日

B
建
設
着
手

C
建
設
着
手

14 48 52 180

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 休日数 対象期間 休日数 対象期間
土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

1 A建設　土佐　次郎 ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8 28 7 23
2 A建設　高知　土佐美 ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8 28 7 23
3 B建設（下請）　南国　三郎 ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ 7 28 4 13
4 B建設（下請）　本山　良子 ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ 9 28 4 13
5 C建設（下請）　伊野　花子 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ 8 28 0 0
6 C建設（下請）　幡多　四郎 ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ● 9 28 0 0

C
建
設
完
成

対
象
外
期
間
１

対
象
外
期
間
２

対
象
外
期
間
３

対
象
外
期
間
４

対
象
外
期
間
５

対
象
外
期
間
６

B
建
設
完
成

工
事
完
成
日

工
期
終
期
日

49 168 22 72

休日率(28.5%以上) =

10月 29.2% =

11月 28.9% =

12月 29.2% =

1月 30.6% =

別紙５

○：勤務　●：休日

備
考

備
考

11月

12月 1月 1月

11月
No, 技術者及び技能労働者

No, 技術者及び技能労働者

10月 10月

12月

49 ÷ 168

22 ÷ 72

52

総日数

180

÷

÷

休日総数

14 ÷ 48
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週休２日制工事実施要領新旧対照表 

 

 新 旧

 第１条　（略） 

 

（用語の定義） 

第２条 この要領における用語の定義は、次のとおりとする。 

（１）～（３）　（略） 

（４） 現場閉所日とは、あらかじめ定めた休工日であり、１日を通していずれの現場施工も実施

しない日のことをいう。なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所についても、現場閉所

日に含めるものとする。 

（５） 現場施工とは、対象期間（工事着手日から工事完成日までの期間）における、現場事務所

の設置・撤去、測量、工区内伐開・除草、資機材の搬入・搬出、その他仮設物の設置・撤去

等の準備作業、仮設工事、本体工事及び後片付けをいう。（ただし、巡回パトロールや保守点

検等の現場管理上必要な作業、現場見学会や住民説明会等の開催又は発注者の補助作業を除

く） 

（６）　（略） 

（７） 休日率とは、対象期間内において、現場に従事した技術者及び技能労働者の休日総数を対

象期間内の総日数で除した割合をいう。 

（８）４週８休とは、通期の週休２日及び月単位の週休２日において、現場閉所率28.5％以上の

休日を確保した状態をいう。 

 

第３条 ～ 第５条　（略）　 

 

（実施方法） 

第６条　第３条により対象とした工事は、別途、技術管理課が行う実施状況に係る調査の際に、

所定の様式により報告するものとする。 

２～６（略） 

 

（経費の負担） 

第７条　対象工事のうち港湾請負工事積算基準書、漁港漁場関係工事積算基準書における発注工

事にあっては、別紙４に掲げる現場閉所の月単位の補正を行ったうえで発注するものとし、施

第１条　（略） 

 

（用語の定義） 

第２条 この要領における用語の定義は、次のとおりとする。 

（１）～（７）　（略） 

（４） 現場閉所日とは、あらかじめ定めた休工日であり、１日を通していずれの現場施工も実施

しない日のことをいう。（ただし、巡回パトロールや保守点検等の現場管理上必要な作業、現

場見学会や住民説明会等の開催又は発注者の補助作業を除く） 

（５） 現場施工とは、対象期間（工事着手日から工事完成日までの期間）における、現場事務所

の設置・撤去、測量、工区内伐開・除草、資機材の搬入・搬出、その他仮設物の設置・撤去等

の準備作業、仮設工事、本体工事及び後片付けをいう。 

 

 

（６）　（略） 

（７） 休日率とは、対象期間内において、休日総数を対象期間内の総日数で除した割合をいう。 

 

 

 

 

第３条 ～ 第５条　（略）　 

 

（実施方法） 

第６条　第３条により対象とした工事は、別途、土木政策課が行う実施状況に係る調査の際に、

所定の様式により報告するものとする。 

２～６（略） 

 

（経費の負担） 

第７条　対象工事にあっては、別紙４及び別紙４－１に掲げる現場閉所の月単位の補正を行った

うえで発注するものとし、施工後に達成状況を確認し、月単位の現場閉所率（週休２日交替制
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 工後に達成状況を確認し、月単位の現場閉所率が28.5％に満たない場合は、請負代金額のうち

当該補正分を減額して契約変更を行うものとする。 

 

 

 

 

（達成状況の確認） 

第８条　対象工事は施工後に達成状況を確認することとし、対象工事ごとの確認方法については、

次のとおりとする。 

（１）週休２日制工事（月単位） 

　　ア　対象期間において、全ての月で現場閉所率を確認し、28.5％に満たない月がある場合は、

月単位の週休２日を達成したとみなさない。  

　　イ　暦上の土曜日、日曜日の現場閉所で28.5％に満たない月は、その月の土曜日、日曜日の

合計日数以上に現場閉所を行った場合に、月単位で週休２日を達成したとみなす。 

　　ウ　対象期間が７日未満の月については、その月の現場閉所率を確認せず対象外とすること

ができるものとするが、通期で28.5％に満たない場合は、月単位の週休２日を達成したと

みなさない。 

（２）週休２日制工事（週単位（完全週休２日（土日））） 

　　ア　対象期間において、全ての週で土日閉所されていることを確認し、閉所できていない場

合は、週単位（完全週休２日（土日））の週休２日を達成したとみなさない。ただし、第５

条第１項（１）の規定により休工日を振り替えた場合を除く。 

　　イ　対象期間において、現場閉所率を確認し、28.5％に満たない場合は、週単位（完全週休

２日（土日））の週休２日を達成したとみなさない。 

（３）週休２日交替制工事（月単位） 

　　ア　対象期間において、全ての月で現場に従事した技術者及び技能労働者の平均休日数の割

合（休日率）を確認し、28.5％に満たない月がある場合は、月単位の週休２日を達成した

とみなさない。  

　　イ　暦上の土曜日、日曜日の現場閉所で28.5％に満たない月は、技術者及び技能労働者の平

均休日数の割合（休日率）が、その月の土曜日、日曜日の合計日数の割合以上である場合

に、月単位で週休２日を達成したとみなす。 

　　ウ　対象期間が７日未満の月については、その月の技術者及び技能労働者の平均休日数の割

合（休日率）を確認せず対象外とすることができるものとするが、通期で28.5％に満たな

工事の場合は、休日確保）が28.5％に満たない場合又は週休２日制工事が週休２日交替制工事

に変更となった場合は、請負代金額のうち当該補正分を減額して契約変更を行うものとする。

また、受注者が週単位の週休２日（完全週休２日（土日））の実施を希望し、これが達成された

と認められる場合は、現場閉所の完全週休２日（土日）の補正（交替制モデル工事の場合は、

交替制の完全週休２日の補正）をして契約変更を行うものとする。 

 

 

２　対象工事ごとの実施方法については、次のとおりとする。 

 

（１）週休２日制工事（月単位） 

　　ア　対象期間において、全ての月で現場閉所率を確認し、28.5％に満たない月がある場合は、

月単位の経費等の補正を行わない。  

　　イ　暦上の土曜日、日曜日の現場閉所で28.5％に満たない月は、その月の土曜日、日曜日の

合計日数以上に現場閉所を行った場合に、月単位で週休２日を達成したとみなす。 

　　ウ　対象期間が７日未満の月については、その月の現場閉所率を確認せず対象外とすること

ができるものとするが、通期で28.5％に満たない場合は、月単位の経費等の補正を行わな

い。 

（２）週休２日制工事（週単位（完全週休２日（土日））） 

　　ア　対象期間において、全ての週で土日閉所されていることを確認し、閉所できていない場

合は、週単位（完全週休２日（土日））の経費等の補正を行わない。ただし、第５条第１項

（１）の規定により休工日を振り替えた場合を除く。 

　　イ　対象期間において、現場閉所率を確認し、28.5％に満たない場合は、週単位（完全週休

２日（土日））の経費等の補正を行わない。 

（３）週休２日交替制工事（月単位） 

　　ア　対象期間において、全ての月で現場に従事した技術者及び技能労働者の平均休日数の割

合（休日率）を確認し、28.5％に満たない月がある場合は、月単位の経費等の補正を行わ

ない。  

　　イ　暦上の土曜日、日曜日の現場閉所で28.5％に満たない月は、技術者及び技能労働者の平

均休日数の割合（休日率）が、その月の土曜日、日曜日の合計日数の割合以上である場合

に、月単位で週休２日を達成したとみなす。 

　　ウ　対象期間が７日未満の月については、その月の技術者及び技能労働者の平均休日数の割

合（休日率）を確認せず対象外とすることができるものとするが、通期で28.5％に満たな
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 い場合は、月単位の週休２日を達成したとみなさない。 

（４）週休２日交替制工事（週単位（完全週休２日）） 

　　ア　対象期間において、全ての週で現場に従事した技術者及び技能労働者の平均休日数の割

合（休日率）を確認し、28.5％に満たない週がある場合は、週単位（完全週休２日）の週

休２日を達成したとみなさない。 

イ　対象期間が７日未満の週については、その週の技術者及び技能労働者の平均休日数の割

合（休日率）を確認せず対象外とすることができるものとするが、通期で28.5％に満たな

い場合は、週単位（完全週休２日）の週休２日を達成したとみなさない。 

 

 

 

 

２　祝日（国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日）を休工日とした

場合についても、現場閉所率又は休日率に含めるものとする。 

 

（工事成績評定） 

第９条　対象工事のうち月単位又は週単位（完全週休２日（土日）、完全週休２日）を達成した場

合は、「創意工夫」の「その他」項目で加点評価する。なお、達成できなかった場合であっても

原則、減点は行わない。ただし、明らかに受注者側に週休２日に取り組む姿勢が見られなかっ

た場合は、工事成績評定に反映する。 

 

（アンケート調査等） 

第10条　発注者が対象工事に関するアンケート調査やヒアリングを実施する場合は、受注者はこ

れに協力しなければならない。なお、工事完成後にあっても同様とする。 

 

（その他） 

第11条　対象工事の実施にあたって、本要領に定めのない事項は、発注者と受注者が協議して定

めるものとする。 

 

　附則 

　この要領は、平成29年10月２日から施行する。 

　附則 

い場合は、月単位の経費等の補正を行わない。 

（４）週休２日交替制工事（週単位（完全週休２日（土日））） 

ア　対象期間において、全ての週で現場に従事した技術者及び技能労働者の平均休日数の割

合（休日率）を確認し、28.5％に満たない週がある場合は、週単位（完全週休２日）の経

費等の補正を行わない。 

イ　対象期間が７日未満の週については、その週の技術者及び技能労働者の平均休日数の割

合（休日率）を確認せず対象外とすることができるものとするが、通期で28.5％に満たな

い場合は、週単位（完全週休２日）の経費等の補正を行わない。 

 

３　港湾工事については、前項（１）週休２日制工事（月単位）のみ適用するものとし、補正係

数は、別紙４－１（港湾工事）のとおりとする。 

 

４　祝日（国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日）を休工日とした

場合についても、現場閉所率又は休日率に含めるものとする。 

 

（工事成績評定） 

第８条　対象工事のうち月単位又は週単位（完全週休２日（土日）、完全週休２日）を達成した場

合は、「創意工夫」の「その他」項目で加点評価する。なお、達成できなかった場合であっても

減点は行わない。 

 

 

（アンケート調査等） 

第９条　発注者が対象工事に関するアンケート調査やヒアリングを実施する場合は、受注者はこ

れに協力しなければならない。なお、工事完成後にあっても同様とする。 

 

（その他） 

第10条　対象工事の実施にあたって、本要領に定めのない事項は、発注者と受注者が協議して定

めるものとする。 

 

　附則 

　この要領は、平成29年10月２日から施行する。 

　附則 
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 　この要領は、平成30年10月１日から施行し、同日以後に公告を行う一般競争入札又は指名通

知を行う工事から適用する。 

　附則 

　この要領は、令和２年４月１日から施行し、同日以後に公告を行う一般競争入札又は指名通知

を行う工事から適用する。 

　附則 

　この要領は、令和３年４月１日から施行し、同日以後に公告を行う一般競争入札又は指名通知

を行う工事から適用する。 

　附則 

　この要領は、令和３年７月１日から施行し、同日以後に公告を行う一般競争入札又は指名通知

を行う工事から適用する。 

　附則 

　この要領は、令和４年４月１日から施行し、同日以後に公告を行う一般競争入札又は指名通知

を行う工事から適用する。 

　附則 

　この要領は、令和４年７月１日から施行し、同日以後に積算を行う一般競争入札又は指名通知

を行う工事から適用する。 

　附則 

　この要領は、令和５年４月１日から施行し、同日以後に公告を行う一般競争入札又は指名通知

を行う工事から適用する。 

　附則 

　この要領は、令和５年７月１日以後に積算を行う工事から適用する。 

　附則 

　この要領は、令和５年10月１日以後に積算を行う工事から適用する。 

　附則 

　この要領は、令和６年４月１日から施行し、同日以後に公告を行う一般競争入札又は指名通知

を行う工事から適用する。 

　附則 

　この要領は、令和６年７月１日以後に積算を行う工事から適用する。 

　附則 

　この要領は、令和６年10月１日以後に積算を行う工事から適用する。 

　附則 

　この要領は、平成30年10月１日から施行し、同日以後に公告を行う一般競争入札又は指名通

知を行う工事から適用する。 

　附則 

　この要領は、令和２年４月１日から施行し、同日以後に公告を行う一般競争入札又は指名通知

を行う工事から適用する。 

　附則 

　この要領は、令和３年４月１日から施行し、同日以後に公告を行う一般競争入札又は指名通知

を行う工事から適用する。 

　附則 

　この要領は、令和３年７月１日から施行し、同日以後に公告を行う一般競争入札又は指名通知

を行う工事から適用する。 

附則 

　この要領は、令和４年４月１日から施行し、同日以後に公告を行う一般競争入札又は指名通知 

を行う工事から適用する。 

　附則 

　この要領は、令和４年７月１日から施行し、同日以後に積算を行う一般競争入札又は指名通知

を行う工事から適用する。 

　附則 

　この要領は、令和５年４月１日から施行し、同日以後に公告を行う一般競争入札又は指名通知

を行う工事から適用する。 

　附則 

　この要領は、令和５年７月１日以後に積算を行う工事から適用する。 

　附則 

　この要領は、令和５年10月１日以後に積算を行う工事から適用する。 

　附則 

　この要領は、令和６年４月１日から施行し、同日以後に公告を行う一般競争入札又は指名通知

を行う工事から適用する。 

　附則 

　この要領は、令和６年７月１日以後に積算を行う工事から適用する。 

　附則 

　この要領は、令和６年10月１日以後に積算を行う工事から適用する。 

　附則 
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 　この要領は、令和７年４月１日から積算し、同日以後に公告を行う一般競争入札又は指名通知

を行う工事から適用する。 

　附則 

　この要領は、令和７年７月１日から積算し、同日以後に公告を行う一般競争入札又は指名通知

を行う工事から適用する。 

　附則 

　この要領は、令和８年７月１日以後の積算単価を適用する工事から施行する。 

 

別紙１ 

 

【対象工事】※港湾積算基準書、漁港漁場関係工事積算基準書における発注工事を除く。 

第○条　週休２日制工事の実施について 

本工事は、週休２日制工事実施要領における「週休２日制工事」（月単位）の対象工事である。詳

細については、下記ホームページに掲載する同要領を参照すること。 

　高知県土木部技術管理課ホームページ 

　（https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/170000/170601/） 

 

 

 

 

※契約後（工事着手前）に、発注者が週休２日交替制工事が適当と認めた工事については、『週休

２日制工事』を『週休２日交替制工事』に替えて、変更契約時に記入すること。　 

 

【港湾積算基準書、漁港漁場関係工事積算基準書における発注工事】 

本工事は、週休２日制工事実施要領における「週休２日制工事」（月単位）の対象工事である。詳

細については、下記ホームページに掲載する同要領を参照すること。 

　高知県土木部技術管理課ホームページ 

　（https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/170000/170601/） 

なお、発注時において現場管理費及び共有仮設費を補正済みであり、月単位の現場閉所率が28.5％

に満たない場合は、該当補正分を減額して契約変更を行うものとする。 

 

 

　この要領は、令和７年４月１日から積算し、同日以後に公告を行う一般競争入札又は指名通知

を行う工事から適用する。 

　附則 

　この要領は、令和７年７月１日から積算し、同日以後に公告を行う一般競争入札又は指名通知

を行う工事から適用する。 

 

 

 

別紙１ 

 

 

第○条　週休２日制工事の実施について 

本工事は、週休２日制工事実施要領における「週休２日制工事」（月単位）の対象工事である。詳

細については、下記ホームページに掲載する同要領を参照すること。 

　高知県土木部土木政策課ホームページ 

　（https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/170000/170201/） 

なお、発注時において労務費等を補正済みであり、月単位の現場閉所率（週休２日交替制工事の

場合は、休日確保）が28.5％に満たない場合又は週休２日制工事が週休２日交替制工事に変更と

なった場合は、該当補正分を減額して契約変更を行うものとする。 

 

※契約後（工事着手前）に、発注者が週休２日交替制工事が適当と認めた工事については、『週休

２日制工事』を『週休２日交替制工事』に替えて、変更契約時に記入すること。 
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 別紙２、３（略） 

 

別紙４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙２、３（略） 

 

別紙４ 
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別紙５（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙５（略） 

 


